
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●５月１０日 

１. ４月分源泉所得税･住民税の特別徴収税額の納付 

●５月１６日 

２. 特別農業所得者の承認申請 

●５月３１日 

３．個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 

  通知方法…特別徴収義務者経由，納税義務者へ通知  

４．３月決算法人の確定申告〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･ 

(法人事業所税)･法人住民税〉 

５. ３月,６月,９月,１２月決算法人・個人事業者の３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

〈消費税及び地方消費税〉 

６．法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税及び地方消費税〉 

７．９月決算法人の中間申告 

〈法人税･地方法人税･消費税及び地方消費税･法人事業税･法人住民税〉(半期分) 

８．消費税の年税額が４００万円超の６月,９月,１２月決算法人・個人事業者の３月ご

との中間申告〈消費税及び地方消費税〉 

９．消費税の年税額が４,８００万円超の２月,３月決算法人を除く法人・個人事業者の

１月ごとの中間申告(１月決算法人は２か月分,個人事業者は３か月分)〈消費税及び

地方消費税〉 

 １０. 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 

 

●５月中において都道府県の条例で定める日 

１１．自動車税(種別割)の納付 

    賦課期日…４月１日 

１２．鉱区税の納付 

賦課期日…４月１日 

 

 

 

                       ※デスクマット等に挟んでご利用ください。 
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No. 社報タイトル「不屈」は社内で

掲げる２０２２年の標語です。 



 

 

 

 

 

 

 

SDGs(エスディージーズ)とは   

最近、色々な場所で「SDGs」という言葉を耳にすることがあります。ご存知の方も多いと思いますが説明するとな

ると難しいですよね。SDGs の基本について改めて簡単にまとめてみました。 

■SDGs とは・・・現在、世界では貧困・飢餓・戦争・気候変動など様々な問題が起きており、それらの問題を解決

し、より良い世界をつくるために 2015 年の国連サミットで決められた 17 個の目標のことです。17 個の目標は、

さらに細分化され計 169 個のターゲットがあります。この目標により 2030 年までに誰一人置き去りにされるこ

となく持続可能な(ずっと続けられる)世界になることを目指しています。 

■言葉の由来・・・SDGsとは次のそれぞれの単語の文字からとった言葉です。 

Ｓustainable Development Goals(サステナブル ディベロップメント ゴールズ)  持続可能な開発目標 

■17 の目標 

 １ 貧困をなくそう １０ 人や国の不平等をなくそう 

 ２ 飢餓をゼロに １１ 住み続けられるまちづくりを 

 ３ すべての人に健康と福祉を １２ つくる責任つかう責任 

 ４ 質の高い教育をみんなに １３ 気候変動に具体的な対策を 

 ５ ジェンダー平等を実現しよう １４ 海の豊かさを守ろう 

 ６ 安全な水とトイレを世界中に １５ 陸の豊かさも守ろう 

 ７ エネルギーをみんなにそしてクリーンに １６ 平和と公正をすべての人に 

 ８ 働きがいも経済成長も １７ パートナーシップで目標を達成しよう 

 ９ 産業と技術革新の基盤をつくろう   

このようにたくさんの目標がある SDGsですが、すぐに取り組むことができるものもたくさんあります。 

みなさんも取り組んでみてはいかがでしょうか。 

齋藤 薫 

税務マメ知識  民法改正 成年年齢の引き下げに関係する税制について  吉田 英和 

令和4年4月1日より民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。これにより、親の同意

なく、ローンを組んだり、クレジットカードを作成したりと様々な契約ができるようになります。税制面においても改

正前、成年年齢が 20 歳とされていた規定が改正後 18 歳に変更となるものがあります。以下、改正点を挙げてみま

す。 

〇 相続税 

・未成年者控除≪控除額＝10万円×（20歳－その者の年齢）≫ 

改正前20歳になるまでの年数に応じた控除額が受けられましたが、改正後は、18歳になるまでの年数となります。 

〇 贈与税 

・特例税率（特例贈与）  

改正前20歳以上の者が父母・祖父母（直系尊属）からの贈与について、一般の税率に比べて低い税率（特例税率）

が適用できましたが、改正後は18歳以上の者から適用となります。 

・直系尊属からの結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 

改正前「20 歳以上」50 歳未満の者が父母・祖父母（直系尊属）から結婚・子育て資金の一括贈与を受け、受贈者

が 50 歳になるまでの間に結婚・子育てとして支出した金額は、1,000 万円を限度として贈与税が非課税となる規

定ですが、改正後は、「18歳以上」へ引き下げられます。 

・相続精算課税制度（受贈者の適用対象者） 

相続時精算課税制度の適用対象の受贈者の年齢が贈与を受けた年の 1 月 1 日において改正前 20 歳以上となってい

ましたが、改正後は18歳以上に引き下げられます。 

・事業承継税制≪非上場株式にかかる贈与税の納税猶予≫（後継者要件） 

非上場株式にかかる贈与税の納税猶予の後継者要件のうち、年齢要件が改正前20歳以上から改正後18歳以上とな

ります。                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 


